
高 第  ４０  号 

平成２７年１月１９日 

 

各社会福祉法人代表者 様 

 

                        大田市健康福祉部高齢者福祉課長 

                           （ 指 導 監 査 係 ） 

 

   子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供 

   の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す 

   る法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の交付について（通知） 

 

 平素は社会福祉事業の推進につきまして、格別のご尽力をいただき厚くお礼申し上げ

ます。 

 さて、このことについて、島根県から情報提供がありましたのでお知らせします。 

 なお、関係資料については、島根県健康福祉部地域福祉課のホームページに掲載され

ております。 

記 

１ 掲載場所 島根県＞地域福祉課＞社会福法人・事業＞１お知らせ＞１平成２６年度 

       に掲載した情報 

２ 掲載データ 

  【参考資料１】経過措置政令及び経過措置省令の条文（官報掲載版） 

  【参考資料２】読替表 

  【参考資料３】第６条、第７条の参考資料 

  【参考資料４】「子ども・子育て支援新制度の施行に伴う私立学校退職金団体の退 

         職手当資金給付事業の取扱いについて（依頼）」 

         （平成２６年１２月１９日２６高私行第１０号） 

 

大田市 健康福祉部 高齢者福祉課 

指導監査係 担当：石田 

TEL：0854-83-8064 

FAX：0854-84-9204 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：o-shidou@iwamigin.jp 














